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シンボル道路のケーススタディ                                                          資料４-２ 

 

・シンボル道路の断面を再検討する前提として、交通処理上の観点から新たに３つの案を作成し、ウォーカブル対応の視点に基づき現状の計画（平成 28 年度）と比較検討する。 

・現状計画に対して、北側外周道路を県道腰越大船線に接続するようにし、更にシンボル道路と市道大船西鎌倉線との接続に関して、一般道路にするか（案１）、トランジットモール（案２、案３）にするか、で案を作成した。 

・現状計画と上記３案について、ウォーカブルなまち実現に対する効果の大きさを比較検討する。 
 
■案１〜案３の前提条件 

・北側外周道路を腰越大船線にタッチさせることにより、自動車については外周道路から各街区にアクセスさせて、シンボル道路の自動車交通量を低減する。 
 
■シンボル道路の基本案（現状計画＋３案） 

案 現状計画 

一般車も通過 

案１（現状計画＋北側道路貫通）） 

一般車も通過 

案２（東側トランジットモール（標準型） 

公共性の高い車両のみ通過・一般車も通行可 

案３（東側トランジットモール(最小幅員型） 

バスのみ通行可 

   Ａ区間 Ｂ区間 Ａ区間 Ｂ区間 

幅員・ 

車線数 

・幅員 20m・２車線 ・幅員 20m・２車線 ・幅員 20m・２車線 ・幅員 20m・２車線 ・幅員 16m・単線車道幅

員６ｍ 

通行車両 ・バス、タクシー、一般車通行可 ・バス、タクシー、一般車通行可 ・バス、タクシー、一般

車通行可 

・バス、タクシー通行可 

・一般車両通行不可 

・バス、タクシー、一般

車通行可 

・バスのみ通行可（片方

向） 

・一般車両、タクシー通

行不可 

車両 

スピード

抑制対策 

・なし ・スラローム、ハンプ等でスピード抑制 ・スラローム、ハンプ等

でスピード抑制 

・直線道路 ・スラローム、ハンプ等

でスピード抑制 

・直線道路 

市道大船

西鎌倉線

との関係 

・計画地東側道路に抜けられる ・計画地東側道路に抜けられる ・計画地東側道路に抜けられない（クルドサック） ・計画地東側道路に抜けられない（クルドサック） 

ウォーカ

ブルへの

対応 

・あまり対応できない。道路により地区が分断され

ている。 

・断面や道路空間の設えにより対応。 ・地区東側はシンボル道路による分断は解消できる。 ・地区東側はシンボル道路による分断は大きく解消

できる。 

概念図 
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シンボル道路の空間形成の考え方（１案ベース） 

 

【検討の前提条件】 

・本事業地を東西に貫通するシンボル道路は、鎌倉モノレール湘南深沢駅前エリアと近傍で計画されて

いる JR 東海道線新駅エリアとをつなぐ地域交通ネットワーク上の重要な動線に位置付けており、現

在、8,600 台/日の自動車交通を想定している。 

・これを、北側外周道路整備により通過交通を分散し、各街区に対しては、外周道路から車がアクセス

することとし、シンボル道路の自動車交通量を 3,000 台/日に低減することを想定して検討を行う。

（車利用、自転車利用への対応） 

・JR 藤沢駅や大船駅などがきっかけとなる広域交通のルート上にはなく、上記エリアに限定された交

通量と判断され、基本的には歩行者が主役の空間として、縦横断にわたる回遊性や歩車段差の小さい、

人にやさしい空間づくりが求められる。（歩行者に優しい空間） 

・多くの人が利用する地区のカオとなる空間として、人々が滞留し、賑わう様子にあふれた活気のある

エリア形成が望まれる。（賑わい、活気の創出、滲み出し） 

・また、まとまった延長距離をもち、柏尾川とつながる（クロス）都市構造上の特性から、生態系ネッ

トワーク空間としも期待される。（環境配慮） 

・来街者の窓口となる駅同士をつなぐ都市軸であり、沿道には商業機能や公共施設等の集客性の高い用

途が配置されることから、空間構造面と景観面の両面において高い性能が要求される。（シンボル性

の付加） 

 

 

 

【具体的な整備メニュー】 

１）車利用への対応 

・3,000 台/日の交通量を処理する道路としては、道路構造令に定める 4種 3級道路と判断され、

片側 3.5m 幅員の 2車線（7m 幅員）を確保。 

・また専用の自転車通行帯として片側 1.0m 幅員の 2レーン分（2m 幅員）を確保。 

 

２）歩行者に優しい空間形成への対応 

・緑地帯により、車や自転車などの高速動線と歩行者空間を分離。 

・車の速度抑制対策。（スラローム線形化やハンプ設置、路面の凹凸化など） 

・セミフラットまたはフルフラットの断面構造導入により、横断部の切下げ段差発生を解消する。 

 

３）賑わい、活気の創出、滲みだしへの対応 

・多くの人が利用できる帯状ベンチ（ex.日本大通り）を商業エリア沿いや公園沿いに設置する。 

・車道横断ポイントを多く確保する。（車の速度抑制対策とセット） 

・歩道空間上に休憩機能を持った滞留空間を配置。 

・ストリートファニチュアやサイン等のデザインアップ。 

・夜間照明演出によるナイトシーンの魅力アップ。 

・沿道用途として屋内と屋外を一体的に利用する機能（飲食機能）を誘導するほか、透過性の高

く上質な建物デザインを誘導する。 

 

４）環境配慮への対応 

・大径木による歩行空間への緑陰の創出。 

・地域種を基調とした樹種による緑化。 

・植栽帯と保水排水性の高い歩道面整備の連携整備による雨水循環機能の付加。 

・沿道のセットバック空間を活用した雨水浸透機能の確保。（グリーンインフラの民地側への拡張） 

 

５）シンボル空間形成への対応 

・大径木による並木と足元部の緑地帯により、連続的な緑環境を創出。 

・歩道および車道部を高質舗装化することでイメージアップする。 

・ウォーカブルやウェルネスなど、まちのコンセプトが目に見える空間づくり。 

（健康促進機能つきファニチュアの設置、ICT を駆使した健康インターフェイス機能の設置、ウォー

キングコースの設定、シェアバイクステーションの設置など） 

 

６）ソフトな交通規制による対応 

・土日や限定した時間帯において、自動車交通を規制し歩行者専用空間化することやゾーン 30 規制

を導入し、車の速度を抑制し、横断する歩行者の安全性快適性を向上することを検討する。 

・地区全体のイベント開催時には、自動車交通を規制することを検討する。 
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